
被扶養者（ご家族）に
関する手続き漏れは
ありませんか？
この春、皆さんの生活にお変わりはございません
でしたか？
もし、次のいずれかに該当している場合は、当組
合の被扶養者に該当しなくなりますので、まだ手続
きをされていない場合は速やかに「被扶養者の除外」
の手続きを行い、保険証をご返却願います。

健保
デンカ健康保険組合

詳細はデンカ健康保険組合の
ホームページをご覧下さい。

デンカ健康保険組合

・ 生計維持関係がなくなった
　（被扶養者の生活費を負担しなくなった・負担額が少額になった）

・ 被扶養者の収入が基準額※を超過する

・（就職などによって）他の健康保険に加入した

※同居の場合の収入基準額（詳細は当組合のホームページをご確認願います）
・～ 59歳 … 年収130万円（日額3,611円）未満
・60歳～ … 年収180万円（日額5,000円）未満


